
米をはじめとする物価高騰による町民のみなさまの経済的負担の軽減を図る
とともに、町内での経済循環促進と農家の経営安定に資するよう5㎏の「生活支
援お米券」（1,500円分）を令和7年12月から令和8年3月まで配布します。
ご希望の方は、スマートフォン等から申請いただき、町内の取扱店舗でご利

用いただきますようお願いいたします。
なお、対象の米は国産米（もち米含む）に限り、外国産米及び備蓄米には

利用できません。

生活支援お米券生活支援お米券（1,500円分）（1,500円分）のの配布配布についてについて

高森町の住民基本台帳に登録されている方

高森町公式LINE（ライン）の「生活支援お米券の申込み」から申請
いただき、電子クーポンにて配布

令和7年12月から令和8年3月までの各月ごとに1人当たり1枚
（例）4人世帯の場合、12月4枚、1月4枚、2月4枚、3月4枚まで申請できます。

電子クーポンまたは紙の「お米券」を取扱店舗に持参し、会計時に5㎏ごとに1枚提出してください。
※�5㎏に対して2枚（3,000円分）を利用することはできません。詳しくは、たかもりポイントチャンネルや
町ホームページでもお知らせします。

申請及び利用とも令和7年12月1日（月）から

① 篠田本店 高森町大字高森1682番地
※�その他の取扱店舗については
現在調整していますので、決
まり次第たかもりポイント
チャンネルや町ホームページ
でお知らせします。

② 合資会社大塚商店 高森町大字高森1310番地1
③ 堀商店 高森町大字高森1346番地
④ フレイン高森店 高森町大字高森2216番地
⑤ ドラッグストアコスモス高森店 高森町大字高森2080番地1
⑥ ロッキースーパーストア高森店 高森町大字高森1978番地
⑦ 高森町奥阿蘇物産館 高森町大字草部1170番地2

・5㎏ごとに1枚ご利用いただけます。・5㎏ごとに1枚ご利用いただけます。
・「お米券」は交付を受けたご本人またはご家族がご利用いただけます。・「お米券」は交付を受けたご本人またはご家族がご利用いただけます。
・おつりは出ません。不足分は現金などでお支払いください。・おつりは出ません。不足分は現金などでお支払いください。
・「お米券」は再交付できませんので、紛失されないようご注意ください。・「お米券」は再交付できませんので、紛失されないようご注意ください。
・転売や換金は禁止します。・転売や換金は禁止します。
・国産米（もち米含む）の品種は指定いたしません。・国産米（もち米含む）の品種は指定いたしません。
・転入や出生の場合はその月から利用でき、転出や死亡は翌月から利用できません。・転入や出生の場合はその月から利用でき、転出や死亡は翌月から利用できません。
・前月分や翌月分の申請及び利用はできません。・前月分や翌月分の申請及び利用はできません。

対 象 者

配布方法

配布枚数

利用方法

開始日時

取扱店舗

そ の 他

問	住民福祉課　☎０９６７－６２－２９１１

申請者は世帯主と
なります。

各月ごとに申請が
必要です。

高森町公式LINE（ライン）による申請が難しい場合は、
住民福祉課窓口で紙の「お米券」の配布も行います。

4人世帯の場合

12月 1月 2月 3月
4人家族なので一月に4枚まで申請可能です

5kg 5kg

高森町　
公式LINE➡

令和７年12月１日発行 796号 （2）


